
 

 

 

【日 時】 平成 30年１０月 13日（土） 午後１時３０分〜午後３時 

（受付開始 午後１時）    

【場 所】 七宝病院 会議室 

      （あま市七宝町下田矢倉下 1432番地） 

【参加費】 無料 

【定 員】 １５０名（定員になり次第、受付を終了させて頂きます） 

【申込先】 ０５２－４４３－７９００（愛知県認知症疾患医療センター七宝病院） 

 

プログラム 

  

テーマ 「 認知症と自動車運転 

      ～認知症の方が地域で豊かに生活するために～ 」 

 

講 師   覚前 淳（認知症疾患医療センター長） 

   

 

認知症は、65 歳以上の高齢者の 7 人に 1 人がかかると言われています。平成 29

年 3 月には改正道路交通法が施行され、75 才以上のドライバーが「認知症のおそ

れ」があると判定された際、医師の診察が義務付けられました。今回は、専門医によ

る診断の重要性、四大認知症の特徴と問題点、医師や家族の責任問題、車がなくて

も暮らせる地域づくりの必要性等、「認知症と自動車運転～認知症の方が地域で豊か

に生活するために～」と題して認知症専門医が講演します。 

 

主催 愛知県認知症疾患医療センター七宝病院 


